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講師自己紹介

名 前

小 川 逸 朗
（おがわいつろう）

昭和３０年７月２５日
（68歳）

北海道夕張市出身
未年生まれ
獅子座

小川逸朗行政書士事務所
元警察官で・行政書士
相続･遺言アドバイザー 小川逸朗
経歴昭和55年北海道警察を拝命し平成２４年
に退職して現在に至る

今は高校生と中学生の親として日々奮闘して
います
その他は、警察官という経験を生かして、ＤＶ、
イジメ、セクハラ、パワハラなどのこまりごともメ
インで行っています。
趣味は釣りでワカサギからサケマス・タコイカま
で釣りをしていました。



屋敷隆仁 （やしき たかじん）

人生６０歳で死ねれば最高と豪語していた

酒は毎日浴びるほど飲み、タバコは死ぬほ
ど吸い女性は遊び相手としてしかみていな
かった

関西の一人の男が、６０歳を過ぎて３０歳年
の離れた女性と恋に落ちた。

その後、食道癌が発覚、既にステージ３と判
明

男が夜ごとに訪れる幻覚や合併症に苦しむ
なか24時間の女性の賢明な看護により
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７４１日

男は1年後職場に復帰した。でもその後、再
び癌が再発医師からは余命6ヶ月と宣言さ
れた

今まで６０歳で死ねれば良いと言っていた男
でさえ最後に命乞いをした。

本人のメモから
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７４１日

「僕が幸せにしたいのに、できん

守りたいのにできん、金があっても食道は買
えん、命も延ばせん、６０で死ぬと決めてと
いて

いつ死んでもええと生きてきたのに、惜しくな
るは恥や、 惜しいと思うのは

さくらがおるから

まだおりたい、「約束あんのに、まだ死ぬん
は嫌や、もうあえんくなる」
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人生の設計図

このように、自分の人生の着地点を６０歳と
決めていた男でも、最愛の女性が男の最期
を看取りました。

つまり人生の着地点は自分で決めなければ
ならない時代になったということですが、最
期を看取る人が必ずいると言うことです。

つまり、かっこよく言っていても必ず看取る人
がいると言う現実がある事を忘れないで下さ
い
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人生の設計図 相続問題

相続について最近は前向きに考える方が多く
なっていますが、今だに後ろ向きに又､楽観的
に考えている方も多くいるのが現実です。

相続＝相続税と考えている方が多くいますが

相続税＝４％ つまり１００人中４人が払う人

でも相続税の基礎控除が６０％に圧縮された
ので相続税＝７％程度に払う人が増えている
のも現実
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相続税大増税



人生の設計図 相続問題

でも相続の本質は、税金の問題ではなく相
続そのものに「心の問題」が入ってくることが
原因

相続は心の問題でもめるのです。

男女とも平均寿命は世界一になっています
が

健康寿命とは違います。

つまり健康寿命のうちに自分の生きてゆく時
間をいかに悔いの無い生活をしてゆくかを
自分で設計する時なのです。
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相続問題 心の問題とは

元気な時は良いけれど、病気や介護状態になっ
たら、誰が面倒を見るの

子どもが面倒看るの、息子の嫁が面倒看るの？

自分の相続が始まった時に誰が相続するの､

家に居ない長男が相続？自分の面倒を見た息
子の嫁じゃないの？

これは何処の家庭にも存在する問題で、相続そ
のものを性善説で考えているからです。
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性善説では解決出来ない

相続問題は、性善説だけでは片付けられない問
題が数多く潜んでいます。

なぜなら、心の問題を整理しなうちに相続が発生
するから

今日来ている方達は、子ども達には迷惑を掛け
たくないと思っている方だと思いますので、これ
からそのためのお話しをします。
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これからの道筋

相続を前向きに捉えてその準備をする。

気持の整理をするために遺言書を作る

なぜ遺言書を作るかというと、今後心豊かに生
活をするために作ると言うことです。

ここで、将来認知症になった時のために、

生前事務委任契約・任意後見契約や死後事務
委任などの契約があります。

それから、延命治療を望まない場合は尊厳死宣
言書などが有ります。
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令和4年の６５歳以上の人口は

日本の人口は

1億2617万人で、

前年に比べ減少

（２４万人）

６５歳以上が３589万人
以上実に４人に１人以
上の28.4％となってい
る
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✓ 自分を見つめて心の整
理をすると

✓ 配偶者・子供の事を考
えていますか

✓ いつまで健康ですか

✓ ８５歳以上の４人に１
人が認知症を発症

✓ 家族と相談しています
か自分の財産とは何で
しょうか



認知症の危険性
平成２６年３月１８日の
北海道新聞の記事から

• 民事で訴えられた
• 訴状が判断出来なかった
• 裁判に欠席した自動的に
• 敗訴が確定

• 裁判所がお墨付きを与え
た

• その結果 自宅競売に

• 現在の日本の認知症患者
は４００万人と言われてい
ます



平成47年にはこうなる日本の人口
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２０年後の統計予想

平成２６年４月１２日の北海
道新聞の記事から

道内は全国でも５番目の超
高齢社会に向かっています。

2022年で日本は82万人が

減って毎年佐賀県山梨県が
消滅しているのが現実



私の周りは 超高齢社会
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平成23年9月23日
北海道新聞の記事

• 核家族では
• あなたの遺品は
• 誰が整理するの

• 現実は

• 迷惑は掛けたくないと
言っても

• 身内の誰かがやらな
ければならない



任意後見制度

現在の認知症患者４００万人

誰でも認知症になる可能性がある

高齢者は権利侵害を受けやすい

任意後見契約は、将来の老いの不
安に備える，安心設計

認知症の発症は自分ではわからな
い
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任意後見制度の判断能力イメージ
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現在

将来に備え、任意後
見契約の公正証書を
作成する

判断能力
あり

判断能力
なし

将来

判断能力低下

生前の事務委任や見守り 任意後見監督人選任により任意後見契約が発効



任意後見契約の内容

財産管理・財産の処分もできる

基本的には、依頼者の財産管理に関す
ることを代理（法律的な事をサポート）

養老介護などの生活面の手配

要介護認定の申請手続き・医療・介護機
関の契約（契約的な事をサポート）

依頼出来ないこと

日常生活のこと、おむつ替え、掃除、洗
濯などの身の回りの世話
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任意後見契約のメリッと
安心して老後を迎えられる

安全に財産管理をしてもらえる

日常生活をスムーズに送ることが出来る

要介護認定の申請手続き・医療・介護機
関の契約

治療や介護の面倒でも安心です

日常生活のこと、おむつ替え、掃除、洗
濯などの身の回りの世話

相続人になったときも安心です
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任意後見契約のポイント

後見契約は公正証書で作成

判断能力が衰える前に契約

誰に任意後見人になってもらうか検討

よく話し合ってから契約しましょう

契約内容は自由に決められます

契約解除は時期により違いがありま
す
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生前事務委任契約

21

死後事務委任契約(生前に契約)

日常生活自立支援事業

尊厳死宣言と 公正証書



エンディングノート (遺言とは違う)

いざというときに

家族に伝えたい

メッセージを残すもの

判断力・意思疎通能力
の喪失

病気になったときに

希望する内容を書く
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➢病気になったときの延命
措置を望む望まない

➢自身に介護が必要に
なった際に希望すること

➢財産・貴重品に関する情
報

➢葬儀に対する希望

➢相続に対する考え方

➢プロフィール・自分史

➢家系図
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